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川崎市産業廃棄物処理業に係る事務取扱要領 

 

第１条～第５条 （省略） 

 

（事業計画周知報告書） 

第６条 指針第１０条第５項の規定による要領で定める事業計画

周知報告書及び添付書類 

（以下「事業計画周知報告書等」という。）は、別紙６のとおりと

する。 

２ 市長は、事業計画周知報告書等の提出があったときは、速やか

に内容の確認を行い、書 

面で提出された事業計画周知報告書等については、その写し１部

を返却するものとする。 

３ 事業計画周知報告書等の決裁は、課長専決とする。 

 

第７条～第１２条 （省略） 

 

附 則 

 

（施行期日） 

第１条 この要領は、平成２６年１０月１日から施行する。 

 

（旧要領等の廃止） 

第２条 産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処理業に係る事務

取扱要綱、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処理業に係る

事務取扱要領（収集運搬業）及び産業廃棄物及び特別管理産業

川崎市産業廃棄物処理業に係る事務取扱要領 

 

第１条～第５条 （省略） 

 

（事業計画周知報告書） 

第６条 指針第１０条第４項の規定による要領で定める事業計画

周知報告書及び添付書類 

（以下「事業計画周知報告書等」という。）は、別紙６のとおりと

する。 

２ 市長は、事業計画周知報告書等の提出があったときは、速やか

に内容の確認を行い、書 

面で提出された事業計画周知報告書等については、その写し１部

を返却するものとする。 

３ 事業計画周知報告書等の決裁は、課長専決とする。附 則 

 

第７条～第１２条 （省略） 

 

附 則 

 

（施行期日） 

第１条 この要領は、平成２６年１０月１日から施行する。 

 

（旧要領等の廃止） 

第２条 産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処理業に係る事務

取扱要綱、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処理業に係る

事務取扱要領（収集運搬業）及び産業廃棄物及び特別管理産業

 
 
 
 
 
（対象条文の変更） 
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廃棄物の処理業に係る事務取扱要領（処分業）は、廃止する。 

 

（経過措置） 

第３条 この要領の施行前に、既に市長に対し事前協議を開始し

ている者、事業計画書の提出した者又は提出を指示された者並

びに許可の申請、届出等を行ったものは従前の例による。 

 

附 則 

この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成２８年１１月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成２９年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和元年１２月１４日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

廃棄物の処理業に係る事務取扱要領（処分業）は、廃止する。 

 

（経過措置） 

第３条 この要領の施行前に、既に市長に対し事前協議を開始し

ている者、事業計画書の提出した者又は提出を指示された者並

びに許可の申請、届出等を行ったものは従前の例による。 

 

附 則 

この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成２８年１１月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成２９年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和元年１２月１４日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和３年４日１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和５年４日１日から施行する。 
 
（別紙１）～（別紙１０） （省略） 
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この要領は、令和６年１２月１日から施行する。 

 

（別紙１）～（別紙１０） （省略） 
（別表１）、（別表２） （省略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（別表１）、（別表２） （省略） 
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（対象条文の変更） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


